第6号様式
（指定袋）
・色　　　薄赤色（燃やすごみ用）
　　　　　薄緑色（燃やさないごみ用）
薄青色（有害ごみ用）
無色（容器包装ごみ用）
黄色（生ごみ用）
・大きさ　45ℓ　470（展開時650）（Ｗ）ミリメートル×800（Ｈ）ミリメートル
　　　　　20ℓ　380（展開時550）（Ｗ）ミリメートル×700（Ｈ）ミリメートル
10ℓ　300（展開時450）（Ｗ）ミリメートル×560（Ｈ）ミリメートル
5ℓ　180（展開時300）（Ｗ）ミリメートル×440（Ｈ）ミリメートル
・材質　厚さ　0.03ミリメート以内でポリエチレン製
・形状

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	燃やすごみ指定袋
	
	燃やさないごみ指定袋

	～この袋以外で出しても
収集はしません～
	
	～この袋以外で出しても
収集はしません～

	燃やすごみとは
	
燃やさないごみ
有害ごみ
資源ごみ
容器包装ごみ
生 　ご　 み
	


以外のごみ
	
	燃やさないごみとは
	
燃やすごみ
有害ごみ
資源ごみ
容器包装ごみ
生 　ご　 み
	


以外のご

	〔興部町〕
	
	〔興部町〕

	（45ℓ・10ℓ）
	
	（45ℓ・10ℓ）
















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有害ごみ指定袋
	
	
容器包装ごみ指定袋

	～この袋以外で出しても
収集はしません～
	
	～この袋以外で出しても
収集はしません～

	有害ごみとは
	電池
蛍光灯
体温計
	など
	
	容器包装ごみは次の通り
3分別してください

①びん・ペットボトル類
②その他のプラスチック類
③その他の紙類

	〔興部町〕
	
	〔興部町〕

	（45ℓ・10ℓ）
	
	（45ℓ・10ℓ）





	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
生ごみ指定袋
	

	～この袋以外で出しても
収集はしません～
	

	【投入禁止物】
※下記は、燃やすごみのほか他の方法にて正しく排出してください。
貝殻、カニ・エビ殻、動物の骨類、吸殻、アルミホイル類、ラップ類、わりばし・つまようじ類、テッシュ、輪ゴム類、薬品類、ガラス、陶器類　　等
	

	〔興部町〕
	

	（20ℓ・10ℓ・5 ℓ）
	







(有料シール)
・色　　　白色
・大きさ　100（Ｗ）ミリメートル×50（Ｈ）ミリメートル
・形状
 (
粗大ごみ
用
有料シー
ル
〔
興部
町
〕
)
